
特記仕様書 

 

１．この仕様書は、佐賀県有明水産振興センター（発注者）が実施する早津江川海

況自動観測塔補修工事に適用する。 

 

２．請負者（受注者）は海上工事であることを考慮し、定められた期間内に必ず

完了するよう万全の体制をとらなければならない。 

本工事は、工事施工場所がノリ養殖漁場内でありノリ養殖漁期の関係上、全

体工期は契約日から令和８年８月３１日までとする。 

また工事施工場所での工事が開始出来る日（工事開始可能日）は、令和８年

５月上旬となる見込みである。工事開始可能日は、漁業者との調整決定後、発

注者から受注者に通達する。 

このため本工事は、「建設工事における余裕期間制度実施要領（令和５年１２

月１１日改定）」による余裕期間制度実施工事とし、全体工期の内で受注者が実

工期の始期と終期を決定することが出来るフレックス方式を選択する。 

本工事の場合、契約日から工事開始可能日の前日までを余裕期間とし、受注

者は、余裕期間の間に実工期の始期を決定、資材や労働者の確保などの準備を

開始することが出来る。余裕期間内は現場代理人及び主任技術者又は監理技術

者の配置は要しない。 

 

３．請負者は、この工事施工について本特記仕様書によるほか、「土木工事等共通

仕様書」（公園緑地、港湾・漁港含む）、「土木工事施工管理の手引き」及び「土

木請負工事必携」等（以下「共通仕様書等」という）に基づき、工事内容につ

いてよく理解し、所定の品質を確保しなければならない。 

共通仕様書等は、佐賀県において定めたもので、本工事契約時点での最新版

を使用すること。 

 

４．請負者は、この工事着手にあたり行政官庁及び関連する機関と調整協議する
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こと。 

  なお工事施工場所での工事開始に際しては、三池海上保安部へ届け出ること

となっている。 

 

５．請負者は、設計図書に明記されている材料等の品質証明を添付して、事前に

使用材料の承認を受けなければならない。 

 

６．請負者は、塗装工事おける使用材料及び塗装皮膜の検査結果を監督員に提出

し、承認を受けなければならない。 

 

７．請負者は、塗装工事において塗料が流出した場合、水産動植物及び海域環境

への影響が懸念されるため、塗料が拡散しないよう万全の処置を講じなければ

ならない。 

 

８．請負者は、工事施工により観測塔を損傷した場合は、監督員に速やかに連絡

するとともに現状復旧の責を負わなければならない。 

 

９．この工事は、海上工事であるため、周辺の漁業の操業、その他船舶の航行に

支障を与えないよう、安全対策については十分配慮するとともに、監督員及び

関係機関との連絡を密に行わなければならない。 

 

１０．この仕様書に記載のない事項が生じた場合、速やかに監督員と協議のうえ

対処しなければならない。 
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早津江川海況自動観測塔補修工事位置図

川副町

東与賀町

鹿島市

太良町

芦刈町

佐賀県有明水産振興センター

早津江川海況自動観測塔
北緯33°06′837″ 東経130°17′421″
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佐賀県有明水産振興センター海況自動観測塔

補修工事範囲図
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DL+1.000

DL+9.250

LEVEL B
DL+6.750

LEVEL A
DL+2.250

防蝕亜鉛板設置

LEVEL C

海況自動観測塔補修工事　観測塔一般図

LEVEL E
DL+13.050

LEVEL D
DL+10.750

令和７年度繰り越し海況自動観測塔補修工事

足場面積＝（5.10m×9.25m＋4.35m×9.25m）×２＝174.8㎡

汚濁防止フェンス＝7m×４＝28m
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